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小名浜港東港地区 津波避難計画の構成

構成 概要

第１章 はじめに 「計画の目的」「東港地区の検討対象エリア」「計画で対象とする期間」「連携すべき計画」
「計画の見直し」「計画で使用する主な用語」

第２章 港湾の特徴 「東港の特徴」「立地・地勢条件」「土質条件」「産業・物流」「SOLAS施設の立地状況」

第３章 津波浸水想定

最大クラスの津波として、県の津波シミュレーションより次の２つの津波を対象とする。
①東北地方太平洋沖地震津波（内閣府モデル）
津波影響開始時間:地震発生後33分（約42分で全域が浸水）、最大浸水深:2~4m

②房総沖を波源とする津波（茨城県モデル）
津波影響開始時間:地震発生後35分（約40分で全域が浸水）、最大浸水深:1.5~4m

第４章 避難対象地域の
設定

○避難対象地区:東港全域
○避難対象人数:498人
○避難経路:東港の道路整備状況に基づく。
○避難目標地点:小名浜マリンブリッジ道路最高地点

第５章
避難困難区
域の抽出

避難シ
ミュレー
ション条
件

○移動速度:1.0m/s ※液状化低減率0.65
○避難開始時間（地震発生後からの時間）
①東港作業者（428名）:５分
②アンローダ操作作業者（10名）:15分、シップローダ操作作業者（6名）:10分
③船上作業者（54名）:20分

避難困難
地域 船上作業者54人がマリンブリッジへの避難が困難。

第６章
津波避難対
策の検討

緊急避難
場所

マリンブリッジへの避難を基本とし、船上作業者は船内待避もしくは建屋（JT2）への避難。
※ただし、建屋（JT2）は津波緊急退避用施設。

避難経路
SOLASゲートについて、マリンブリッジへは通常開放されているゲートを使用する。
建屋（JT2）へは建屋（JT1）からベルトコンベアの管理用通路を利用して避難する。
※緊急時は運用上、ベルトコンベア内の臨時ゲートも使用可能。

第７章 津波情報の伝達
等

①津波情報伝達手段の確保:いわき市防災メール、携帯の緊急速報メール、ラジオなど
②避難判断基準:津波注意報で避難開始
③一時的な来訪者等の避難対策:看板・避難誘導標識等の設置など

第８章 平時からの対策 ①津波避難対策の周知、啓発、②避難訓練、③企業毎の緊急時マニュアルの整備
2



3

第１章 はじめに

構成 概要

1.1 計画の目的

小名浜港東港地区では、石炭をはじめ鉱産品を主に取り扱う計画であり、令和３年度の完成に向
けて整備中である。東港地区は、令和元年12月には一部供用が開始され、港湾利用者が配置され
た。令和３年度の完成時には、供用区域の拡大や港湾利用者の増加が見込まれるため、港湾利用
者が迅速かつ円滑に避難できるよう津波避難計画の策定を行う。

1.2 東港地区の検討
対象エリア 小名浜港東港地区のうち、令和３年度の完成時に利用者が配置されるエリアを対象とする。

1.3 計画で対象とする
期間

本計画において、津波避難対策の対象とする期間は、地震・津波発生直後から津波が終息するま
での概ね数時間～数十時間の間、港湾における就労者や港湾利用者の生命、身体の安全を確保す
べき期間とする。

1.4 連携すべき計画 ①福島県地域防災計画、②いわき市地域防災計画、③福島県石油コンビナート等防災計画、④小
名浜港の事業継続計画、⑤東港を利用する企業のBCPや津波避難計画等と連携した計画とする。

1.5 計画の見直し
本計画は、令和３年度の東港地区完成に際して策定するものである。今後、供用区域の拡大や港
湾利用者等増加、東港における立地条件、前提となる津波浸水想定区域が変更された場合等は津
波避難の行動を見直すとともに、避難訓練等を通じてより実効的な計画への改善を図る。

1.6 計画で使用する主
な用語 計画で使用する主な用語の解説。
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第２章 港湾の特徴

構成 概要

2.1 東港の特徴
小名浜港は石炭の「国際バルク戦略港湾」に選定されており、平成25年12月に「特定貨物輸入拠
点港湾（石炭）」に指定されている。東港は、取扱貨物量の増加と入港船舶の大型化、また、
「滞船」（沖待ち）の解消を目的として整備している。

2.2 立地・地勢条件
東港地区は小名浜港沖合に整備した人工島であり、一律T.P.+2.81mの平坦な埋め立て地であるた
め、比較的小規模な津波でも浸水の恐れがある。また、陸地との接続道路は小名浜マリンブリッ
ジを含む臨港道路のみである。

2.3 土質条件
東港地区は埋立地であり、ほとんどのエリアが液状化対策を行っていないため、大規模な地震発
生時には液状化が発生する可能性が高い。なお、小名浜マリンブリッジ及び岸壁は液状化対策を
行っている。

2.4 産業・物流 小名浜港東港地区は「国際バルク戦略港湾」に指定されており、石炭輸入拠点としての機能を有
している。地震・津波時には野積みされた石炭や荷役機械、運送車両の流出の危険がある。

2.5 SOLAS施設の
立地状況

東港地区は保安対策等の観点からSOLASゲートが設置されている。臨時ゲートについては平常時、
閉鎖されているが、津波襲来時等の緊急時は運用上利用可能である（下図参照）。

●:SOLASゲート

※SOLASゲートの位置
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第３章 津波浸水想定

3.1 最大クラスの津波の設定
 福島県（河川計画課）では、「津波防災地域づ
くりに関する法律（平成23年法律第123号）」
第8条第1項の規定に基づき、過去に本県沿岸に
津波被害をもたらした地震や、将来最大クラス
の津波をもたらすと想定される地震を選定し、
津波シミュレーションを行い、その結果を平成
31年3月20日に公表

 福島県の津波浸水想定では、最大クラスの津波
として、次の２つの津波を設定している。

①東北地方太平洋沖地震津波（内閣府モデル）
②房総沖を波源とする津波（茨城県モデル）

3.2 波源モデルの概要
マグニチュード、使用モデル、津波の概要は次表の通り。

選定した津波の波源モデル

出典:津波浸水想定,平成31年3月20日,福島県
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第３章 津波浸水想定

①東北地方太平洋沖地震津波（内閣府モデル）
津波影響開始時間:地震発生後33分（約42分で全域が浸水）、最大浸水深:2~4m

3.3 津波浸水シミュレーションの結果

内閣府モデル

最大浸水深

最大水位

最大浸水深 20cm津波到達時間 ※福島県（2019）
提供データから作成



7

第３章 津波浸水想定

②房総沖を波源とする津波（茨城県モデル）
津波影響開始時間:地震発生後35分（約40分で全域が浸水）、最大浸水深:1.5~4m

最大浸水深 20cm津波到達時間 ※福島県（2019）
提供データから作成

茨城県モデル

最大浸水深

最大水位
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第４章 避難対象地域の設定

構成 概要

4.1 避難対象地区 津波シミュレーション結果より、東港全域が浸水する。
そのため、東港全域を避難対象地区とする。

4.2 避難対象人数 港湾利用者に対する企業アンケート結果から避難対象人数を把握。
港湾利用者は合計498名である。

4.3 避難経路の設定
東港の道路整備状況に基づき、避難経路を設定。
なお、避難の際、ダンプ等の車両もあることから、避難者は片側1車線内のみを通行するものとし、
道路幅員は一律3.5mと設定。

4.4 避難目標地点
の設定

供用している施設のうち、安全で高い構造物であるのは小名浜マリンブリッジであることから、
避難目標地点は「小名浜マリンブリッジ道路最高地点」とする。

避難目標地点（小名浜マリンブリッジ側面図）



第５章 避難困難区域の抽出

5.1 避難シミュレーション条件

 液状化を考慮
 アンローダ操作作業者、シップローダ操作
作業者、船上作業者を考慮

◆条件設定

◆ケース
次の２ケース× ２津波（合計４ケース）を検討

① ケース１:液状化を考慮しない
② ケース２:液状化を考慮する

※避難開始時間
各避難者の避難開始時間は次の通り
① 避難者 :地震発生後５分
② アンローダ操作作業者 :地震発生後15分
シップローダ操作作業者:地震発生後10分

③ 船上作業者 :地震発生後20分

9

※１ 「港湾の津波避難対策に関するガイドライン」平成 25年 9 月,国土交通省港湾局 
※２ 地震に関する地域危険度測定調査報告書（第４回），平成 10年度，東京都都市整備局 
※３ 今村ほか（2001）：津波避難数値シミュレーション法の開発と北海道奥尻島青苗地区への適用，自然災害
科学，第 20 巻，pp183-195. 

※４ 大畑ほか（2007）：釧路市中心市街地における津波避難施設配置の評価 ―マルチエージェントシステムを
用いた津波からの避難シミュレーション その 2―，日本建築学会計画系論文集，第 612 号，pp87-91. 

設定項目 ケース１ ケース２ 

避難対象者数 498 名 

避難手段 徒歩 

避難 

速度 
基本避難速度 

1.0m/s※1  

液状化低減率 0.65※2（液状化危険度が高い箇所に適用） 

減速 

要因 

交通密度 今村ほか（2001）※3 

道路勾配 今村ほか（2001）※3 

液状化 

危険度 

東港地区 低い 高い 

マリンブリッジ、岸壁 低い 

道路幅員 3.5m 

避難目的地 マリンブリッジ道路最高地点 

避難開 

始時間 

避難者 A：428 名 地震発生後 5分 

避難者 B： 
①アンローダ操作作業者 10名 

②シップローダ操作作業者 6名 
①地震発生後 15 分、②地震発生後 10 分 

避難者 C： 

船上作業者 54 名 

地震発生後 20 分（船から岸壁に出るまでにかかる時間） 

※各作業者は前後 2m 程度の間隔を空けて下船するよう設定 

避難開始場所 最寄りの避難経路 

経路選 

択方法 

避難行動ルール 大畑ほか（2007）※4 ※次頁補足参照 

回避行動ルール 進行方向の浸水を認知した場合 

被災判定 
＋20cm の浸水深（または水位） 

（10m メッシュ水位時系列計算結果） 
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第５章 避難困難区域の抽出

5.2 津波避難シミュレーションの実施

前項5.1で設定したケースで避難シミュレ
ーションを実施した結果、右表のとおり
被災者が発生

5.3 避難困難者数及び避難困難地域
の把握

右図:シミュレーション結果
（避難成功者及び被災者の初期配置）
※房総沖を波源とする津波（茨城県モデル）

（液状化を考慮する）

●:避難成功者
●:被災者

被災者数が最大となるのは、
房総沖を波源とする津波（茨城県モデル）であ
り、船上作業者54名が避難困難となる



種類 施設概要 

津波避難施設（Ａ種） 最大クラスの津波に対応できる施設 

津波避難施設（Ｂ種） 

発生頻度の高い津波に対応できる施設 

（津波緊急退避用施設であることを明記する） 

※津波緊急退避用施設：最大クラスの津波に対応できる施設に避難で

きない場合に、やむを得ず一時的・緊急的に退避する施設 
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第６章 津波避難対策の検討

6.1 緊急避難場所の確保
東港地区南部に建設されている３つの建屋のうち、避難スペースを有する建屋（JT2）について検討

◆津波避難施設の種類

立面図
概要

項目 概 要
建屋の高
さ 41.4ｍ

避難可能
フロアの
高さ

37.3ｍ

備考 ７階に100m2
程度の空間有

位置図

◆建屋（JT2）の概要

建屋（JT2）は津波の浸水深、津波到達
までに避難できる距離、避難者数に応じ
た十分なスペース、地震動や津波波力に
対する安全性といった要求性能を満たし
ているが、漂流物に対する性能を満たし
ていない※ため、津波避難施設（A種）と
して設定することは適していない。
そのため、「津波緊急退避用施設」で

あることを明示し、最大クラスの津波に
は対応していないこともあわせて周知し
たうえで、漂流物に対する性能を必ずし
も要求しない津波避難施設（Ｂ種）とし
て設定する。

※港湾貨物として代表されるコンテナ（空）の衝突による柱の安全性は確保されてい
るが、漂流物により柱が破壊された場合には安全性を満たしていない。 11



12

第６章 津波避難対策の検討

◆エリア別の避難場所
6.2 避難経路の検討
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第６章 津波避難対策の検討

◆マリンブリッジへの避難経路

通常運用時に開放
されている
SOLASゲートか
ら制限区域の外に
移動する経路とす
る。

津波到達時間
東北地方太平洋沖地震津波（内閣府モデル）:40～41分
房総沖を波源とする津波（茨城県モデル） :36～37分
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第６章 津波避難対策の検討

◆建屋（JT2）への避難経路 津波到達時間
東北地方太平洋沖地震津波（内閣府モデル）:40～41分
房総沖を波源とする津波（茨城県モデル） :36～37分

建屋（JT1）から、通常時
は施錠されているベルトコ
ンベア内の臨時ゲートを使
用すると、遅くても34.1分
で避難することができ、津
波到達までに避難可能とな
る。
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第７章 津波情報の伝達等

7.1 津波情報等の伝達手段の確保
令和２年３月時点では次の情報入手手段がある。

①「いわき市防災メール配信サービス」の活用
② 携帯電話会社の「緊急速報メール」
③ ラジオ等の活用

7.2 避難判断基準
東港地区内で「津波注意報」以上の情報が発表された場合は、直ちに避難行動をとる方針とする。

7.3 一時的な来訪者等の避難対策
① 看板・誘導看板を設置する。
②「いわき防災メール配信サービスへの
登録」を促す。

③ 津波避難計画等を周知する。

避難誘導看板の例 看板設置場所
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第８章 平時からの対策

8.1 津波避難対策の周知、啓発

8.2 避難訓練

8.3 企業毎の緊急時マニュアルの整備（東港版）

 ポケットマニュアルの作成、作業員等への配布を行う。
 県等のホームページに津波避難計画を掲載して周知を図る。
 各企業で防災教育を実施して従業員に周知する。

各企業で避難訓練を実施し、従業員に対する防災意識の向上を図るとともに、東港地区全体の訓練も定期
的に実施する。また、ライフジャケットの準備等安全確保の取組みを進める。

本計画は、「津波防災地域づくり法」に基づいて検討したものである。
各企業は、本計画を参考に各自で緊急時マニュアル（東港版）を整備するとともに、東港地区の状況や訓
練等の実施を通じて、定期的にマニュアルの修正を行うものとする。

※ポケットマニュアル
のイメージ


